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はじめに 

背景と目的 

下水道はまちづくりの基幹施設といわれており、公共用水域の水質保全、生活環境の改善（汚水の排除）等の役

割があります。 

このように、下水道事業は、洗濯や台所の水、し尿を、下水道管を通じて下水処理場に集め、一括浄化処理する

ことにより、河川などを汚さず快適な環境づくりと水資源の保全につながります。 

本市の下水道事業は、昭和 61年度に釜無川流域関連公共下水道として着手し、平成 5年に一部供用を開始し

整備を進めてまいりましたが、平成 31年 3月末の市の下水道普及率は 48.8 パーセントと、生活排水処理施設

整備構想で位置付けた目標に達しておらず、依然として多くの未整備区域が残されている状況です。 

また、今後、人口減少や節水型機器の普及による下水道使用料収入の減収等、公共下水道事業を取り巻く環境

が益々厳しくなると予想されます。日常生活に欠くことのできない下水道サービスを維持していくためには、未整

備区域の解消だけでなく、施設の耐震化、今後老朽化する施設の計画的な改築等も必要不可欠であり、そのため

には適正で効率的な管理・運営が求められます。 

このような状況のもと、下水道事業の健全経営を実行していくため、これまでの諸計画を踏まえ、経営基盤の強

化と財政マネジメントの向上を図ることを目的に、南アルプス市下水道事業経営戦略を策定することにいたしまし

た。 

 

 

計画期間 

経営戦略では、施設・設備投資の見通しである「投資計画」と、支出の財源見通しである「財源計画」を均衡させ

た「投資・財政計画」が中心となります。この「投資・財政計画」に沿って経営基盤の強化と財政マネジメントの向上

に取り組んでいきます。 

下水道事業に必要な施設を保有しつつ健全経営を行っていくためには、中長期的な視点で経営基盤の強化等

に取り組むことができるよう、計画期間については、令和２年度から令和 1１年度までの 10年間とします。 

  

 

❒ 計画期間 

❑ 背景と目的 

はじめに… 
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第１章  

事

業
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１  汚水処理の現状 

 施設の状況と計画

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①汚水処理計画 

本市の下水道事業は、昭和 61 年度に釜無川流域関連下水道として着

手し、平成 5 年に一部供用を開始しました。本市の公共下水道は、市全域

が汚水と雨水を別の管に流す分流式下水道を採用しています。本市の下

水は、富士川町の釜無川浄化センター（県が管理）に集められ、浄化処理さ

れ坪川に放流されます。 

表 汚水計画 

項目 施設概要 

事業着手年月日 昭和 62年 2月 23日 

供用開始年月日 平成 5年 4月 1日 

処理場名 釜無川浄化センター（県が管理） 

整備面積/事業計画面積 1,305.0ha/2,895.0ha 

管渠延長 約 315㎞ 

生活排水処理施設整備構想にて位置付けている整備目標は、以下のと

おりです。下水道普及率は、令和 7年度で 67.5％を目標としています

が、現在、50％にも達成していない状況です。 

表 整備目標 

項目 
現況 

（平成 30年度） 
中期目標 

（令和 7年度） 
長期計画 

（令和 17年度） 

行政人口 71,602人 69,750人 67,230人 

処理区域内人口 34,915人 47,050人 55,710人 

下水道普及率 48.8％ 67.5％ 82.9％ 

整備面積 1,305ha 1,796ha 2,366ha 

②施設の状況 

本市の公共下水道事業は着手してから 30年余りが経過しており、近

い将来には施設の老朽化も懸念されることから、ストックマネジメント計

画を策定し、効率的な改築更新を行う必要があります。 

また、白根南原団地に設置されている下水処理施設（コミプラ）につい

ては、従前から公共下水道に接続するものとされ、施設の老朽化による異

臭発生等の問題もあることから、早急な対応が必要となっています。 

そのほか、近年多発している地震への対応として、管渠施設の液状化対

策（マンホール浮上防止）も必要となります。

用語：釜無川流域下水道、釜無川浄化センター、坪川、管渠、処理区域内人口、下水道普及率、 

ストックマネジメント計画、コミプラ、マンホール浮上 

第１章 事業の現状と課題 
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 人口と水量 

 

 

①下水道普及率 

平成 31年 3月末の下水道普及率は 48.8％と生活排水処理施設整

備構想にて位置付けられた目標値 53％に対して低い値となっているた

め、下水道普及率向上に向けて一層の努力が必要です。 

 

図 下水道普及率の推移 

 

②水洗化人口 

平成 31年 3月末の市の水洗化率は 87.4％となっており、毎年徐々

に増加し続け、同規模都市、約 86％と比べて同程度となっています。 

 

図 水洗化人口の推移 

 

用語：水洗化人口、水洗化率、下水道普及率 
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③有収水量 

有収水量は平成 24 年度以降、増加傾向にあります。有収率も 95％を

超えており、全国平均（平成 30 年度 公共下水道事業平均 81.4％）より

高い数値となっています。 

また、1 人当たりの有収水量については減少傾向にあり、市民ひとりひ

とりの節水の意識の向上や、節水機器等の使用が要因と考えられ、将来的

にはその動向が、将来の有収水量の動向に影響を与えることに留意が必

要です。 

※平成 27年度の数値が大きい要因は、下水道一体化により水量値が

14 ヵ月分となっていることによるものです。 

 

図 総処理水量・有収水量の推移 

 

図 1日 1人当り有収水量の推移  

用語：有収水量、有収率 
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 投資 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 整備面積 

 

 下水道施設における投資の状況をみますと、管渠費は平成28年度を除

き 8億円程度で推移しています。 

本市の下水道事業は、釜無川流域関連の下水道事業であるため、処理

場としての投資は計上されておりませんが、流域下水道建設負担金が毎

年計上されています。 

今後も継続的に下水道整備を行う予定であり、同額程度の投資額とな

る見込みです。 

 

図 単年度投資額の推移 

 

下水道施設の整備面積の状況をみますと、毎年 30ha程度、整備が進

められています。 

今後も同程度の整備を行う予定です。 

 

図 整備面積状況の推移 

用語：流域下水道建設負担金 
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 維持管理費 

 

 

 

 維持管理費は増加傾向にあり、その中でも、大部分を占める流域下水道

維持管理負担金が大きく増加しています。 

 整備区域の拡大による処理水量の増加に伴い、維持管理費は今後も増

加する見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 維持管理費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語：流域下水道維持管理負担金 
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２  財務状況 

 

 収支状況 

 

 

 

 下水道事業の財務状況は次のとおりです。 

 

 収支については、緩やかな増加傾向にあります。 

① 歳入 

歳入については、平成 30年度は約 24億円となっています。一般会

計繰入金及び起債、使用料及び手数料による収入が主な収入です。 

平成 30年度では、一般会計繰入金が約 11億円と全体の 46％を占

めており、次いで起債が約 6億円、使用料及び手数料が約 3億円となっ

ています。 

表 歳入の推移 

 

 

 

図 歳入の推移 

  

単位：百万円
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

分担金及び負担金 112 71 90 67 64 101 125 64 68 54 59
分担金
負担金 112 71 90 67 64 101 125 64 68 54 59

使用料及び手数料 203 219 231 239 251 265 281 351 318 327 309
使用料 201 218 229 238 249 263 279 350 316 326 308
手数料 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1

国庫支出金 363 369 264 295 323 347 275 254 147 171 235
財産収入 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
寄附金 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
繰入金 1,004 1,031 1,461 1,000 1,015 1,052 1,073 1,075 1,085 1,098 1,135

一般会計繰入金 982 1,030 1,461 995 1,015 1,046 1,073 1,075 1,085 1,098 1,135
基金繰入金 22 1 0 5 0 6 0 0 0 0 0

繰越金 23 30 6 17 33 27 32 66 63 28 21
諸収入 22 0 1 1 19 1 2 7 5 1 13

雑入 22 0 1 1 15 1 2 6 5 0 13
延滞金、加算金及び過料 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
受託事業収入 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

市債 819 974 447 430 475 447 425 550 479 722 637
2,545 2,694 2,499 2,050 2,180 2,239 2,212 2,365 2,164 2,400 2,408合計

年度
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② 歳出 

歳出については、平成 30 年度は、下水道費は約 13 億円と全体の

54％を占めており、次いで、公債費が約 11億円となっております。 

下水道費、公債費ともに、平成 23年度以降、増加傾向にあります。 

 

表 歳出の推移 

 

 

図 歳出の推移 

 

 

 

 

  

単位：百万円
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

下水道費 1,261 1,266 1,077 1,086 1,186 1,184 1,097 1,195 1,014 1,293 1,290
総務管理費 291 267 262 298 298 316 317 324 351 364 360
公共下水道事業建設費 933 946 787 736 797 828 749 862 644 906 891
流域下水道事業負担金 36 53 28 52 90 40 31 9 19 23 38

公債費 1,254 1,415 1,405 931 967 1,003 1,026 1,038 1,052 1,060 1,084
元金 844 1,022 1,039 579 622 668 702 728 761 786 827
利子 410 393 366 353 345 335 324 310 291 274 257

基金積立金 1 1 1 1 1 20 23 69 70 26 0
予備費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,516 2,681 2,482 2,017 2,152 2,206 2,146 2,302 2,137 2,378 2,374合計

年度

用語：公債費 
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 下水道使用料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一般会計繰入金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 企業債 

 

 

下水道使用料は、下水道整備に伴う有収水量増に伴い、増加傾向にあ

ります。（※H30は打切り決算により一時的に減少しています。） 

 

図 下水道使用料の推移 

一般会計繰入金は増加傾向にあります。 

 

図 一般会計繰入金 

平成 30年で約 137億円ありますが、企業債残高は減少傾向ではあ

ります。 

 

図 企業債残高  

用語：下水道使用料単価、一般会計繰入金、企業債 
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３  経営指標による

分析 

 経費回収率と

汚水処理原価 

 

① 経費回収率 

経費回収率は、使用料収入で賄うべき汚水処理費に対する使用料収入

の割合を示します。 

 

前述にもあるとおり、下水道使用料が増加傾向にあるため、経費回収率

も緩やかではありますが増加傾向にあります。（※平成 30年度は打切り

決算により一時的に低下しています。） 

 

図 経費回収率の推移 

②汚水処理原価 

 汚水処理原価は、汚水処理に要するコストの水準を示すもので、次の

ように算出します。 

 

汚水処理原価は、平成 21年度に急激に減少し、その後はほぼ横ばい傾

向にあります。 

 

図 汚水処理原価の推移 

 

用語：経費回収率、汚水処理原価、汚水処理費 

汚水処理原価（円/㎥）＝汚水処理費（円）/ 有収水量（㎥/年） 

 

経費回収率（％）＝下水道使用料（円）/ 汚水処理費（円）×100 
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 経営分析 

 

 

 

以上を踏まえて、南アルプス市の経営比較分析を行いました。 

 分析にあたっては、 

 ⅰ）同規模都市平均 

 ⅱ）全国平均 

 との比較を行いました。 

 

①経費回収率 

平成30年度の経費回収率は、37.06％と同規模都市平均や全国平均

と比べ半分以下と非常に低い状況にあり、使用料収入で賄えない汚水処

理費は一般会計繰入金に依存している状況です。要因として、使用料の設

定が低いことや汚水処理原価が高いことが考えられます。 

 

図 経費回収率 

②汚水処理原価 

平成 30 年度の汚水処理原価は、232.15 円/㎥と同規模都市平均や

全国平均と比較して、高い状況にあります。 

 

図 汚水処理原価  
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③水洗化率 

平成 30年度の水洗化率は、87.44％と全国平均と比べると低い状況

ですが、同規模都市平均とほぼ同程度です。水質保全や安定した使用料収

入の確保のため、水洗化率の向上に努め、100％に近づける必要があり

ます。 

 

図 水洗化率 

 

④使用料単価 

平成30年度の使用料単価は、88.11円と同規模都市平均や全国平均

と比較して、約 6割程度と非常に低い状況です。 

使用料単価は、低い方が利用者にとっては良いですが、汚水処理原価

を回収できていない状況では、適正な使用料単価とは言えません。 

 

図 使用料単価 

 

※使用料単価（円／㎥）＝使用料収入（円） / 年間有収水量（㎥） 
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４  本市下水道事業

における課題 

 

南アルプス市の下水道事業における課題として、以下の３つが挙げられ

ます。 

 

★ 各種取組みの必要性 ！！ 

南アルプス市下水道事業では、事業計画に掲げているとおり、以下のよ

うな各種事業に取り組む必要があります。 

①管渠整備    ⇒ 汚水処理区域の拡大 

②老朽化対策   ⇒ コミプラ区域の老朽化対策、 

ストックマネジメント計画の策定 

③地震対策     ⇒ マンホール浮上防止対策工事 

④コミプラの接続 ⇒ 白根南原団地の公共下水道への接続 

 

★ 経費回収率が低い ！！ 

同規模都市平均と比べると、経費回収率が半分以下であり、現在は汚

水処理に係る費用が一般会計繰入金に依存している状況です。 

汚水整備区域の拡大による有収水量増に伴い、使用料収入も増加を見

込んでいるため、経費回収率は向上する見通しですが、100％には達しな

いため、収入確保のための取組が必要です。 

 

★ 水洗化率が低い ！！ 

水洗化率は 100％に達しておらず、また、全国平均と比べると低い状

況です。 

水質保全等の環境面への効果や使用料収入の増加等を図るため、水洗

化率向上の取り組みが引き続き必要といえます。 
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第２章 経営戦略の策定 

 

 

これまでに述べた課題等を踏まえて、今後の南アルプス市の下水道事業における経営の方針を示す

「南アルプス市下水道事業経営戦略」を策定しました。 

「南アルプス市下水道事業経営戦略」には、以下の事項を盛り込んでいます。 

 

１  経営戦略の基本方針 

南アルプス市の下水道事業の経営戦略基本方針として、以下の 5つを挙げました。 

 

★汚水処理区域の拡大 

■汚水処理の推進のため、汚水処理区域を拡大するための施設整備を推進します。なお、適正な汚水処

理計画については、引き続き検討を行うものとし、令和2年度より、全体計画、事業計画、アクションプ

ラン等について、随時検討を進める方針です。 

 

★下水道の機能維持のための取り組み 

■地震対策や老朽化対策等、下水道の機能を将来も維持するための事業に積極に取り組みます。 

 

★経営の健全化 

■下水道事業の経営健全化を図るため、今後、下水道使用料の見直し等の検討を行うとともに、一般会

計繰入金への過度な依存を解消し自主性の高い経営を目指します。 

 

★水洗化率の向上 

■水洗化率の向上を目標に、住民への広報活動等を実施します。 

 

★各種政策への取り組み 

■下水道事業を持続するために、国が打ち出す「PPP/PFI」や「広域化・共同化・最適化」等の施策に、県

と連携して取り組んでいきます。 

 

第２章 経営戦略の策定 
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２  投資・財政計画の

策定 

 

 

 

 

 計画期間 

 

 整備計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資本的収支 

 

経営戦略を策定する際には、将来の収支計画である「投資・財政計画」

を策定し、下水道事業が持続可能かを、財政的な観点から検証する必要

があります。 

「南アルプス市下水道事業経営戦略」における「投資・財政計画」の概要

は以下のとおりです。 

 

令和２年度から令和 1１年度までの 10年間とします。 

 

①処理区域内面積・人口 

 本市における下水道新規整備事業は普及率が 50％弱であることから、

引き続き事業を推進していく必要があります。汚水処理の推進にあたって

は、「南アルプス市汚水処理施設整備構想（平成27年度策定）」に基づき、

全体計画の見直し及び汚水処理区域を拡大していきます。これにより、処

理区域内人口は増加し、普及率の向上が見込まれます。 

②水洗化率 

水洗化率については、積極的に広報活動等を実施することにより向上

を見込んでいます。 

③処理水量・有収水量 

 汚水処理区域の拡大及び水洗化率の向上により、下水道に接続する人

口も増加する見込みであるため、使用水量も増加する見込みです。 

 

①建設改良費 

今回策定した投資・財政計画で見込んでいる建設投資は以下のとおり

です。 

ⅰ）新規管きょ整備（汚水）････下水道未普及解消のため 

ⅱ）新規管きょ整備（雨水）････雨水整備、浸水対策のため 

ⅲ）流域下水道建設負担金 

ⅳ）総合地震対策････マンホールトイレの設置や下水道施設の耐震化 

ⅴ）ストックマネジメント事業 

･･･下水道施設の老朽化対策。中長期的な視点で施設

の状態を予測し、改築計画を策定することで全体の

事業費を削減する手法により実施予定 

用語：資本的収入・支出、汚水処理内面積、汚水処理内人口、処理水量、有収水量、建設改良費、マンホールトイレ、耐

震化、改築 
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 収益的支出 

 

②企業債元金償還 

 企業債・元金償還については、7～9億円/年程度かかる見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 起債償還費の推移 

 

① 維持管理費 

 下水道整備が進むにつれ、維持管理に必要な経費も増加します。よっ

て、維持管理費については、令和 11年で約 5億円となる見込みであり、

特に流域下水道維持管理費負担金は大きく増加する見込みです。 

 

図 維持管理費 

用語：収益的収入・支出、企業債元金償還 
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②減価償却費 

 下水道整備が進むにつれ、減価償却費についても増加していく見込みで

す。 

図 減価償却費の推移 

 

③企業債利息 

 企業債利息は減少傾向にあり、令和 11年で約 1.8億円となる見込み

です。 

 

図 企業債利息 

用語：減価償却費、企業債利息 
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 収益的収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①使用料収入 

 使用料収入については、汚水整備区域が拡大するため、有収水量が増加

し、増える見込みです。なお、使用料収入は、現行の使用料体系を継続す

ることを想定しています。 

図 使用料収入 

②長期前受金戻入 

 長期前受金戻入については、増加する見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 長期前受金戻入 

用語：長期前受金戻入 
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 その他の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  経営戦略の事後

検証、改定等につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

「南アルプス市下水道事業経営戦略」では、国が策定したガイドラインに

基づき、次のような取り組みについても言及しています。 

 

①広域化・共同化・最適化について 

「最適化」として、汚水処理施設整備構想に基づく、汚水整備の推進やコ

ミプラの公共下水道への接続等を実施。 

 

②投資の平準化 

ストックマネジメント計画(R4 より策定予定)を策定し、平準化を加味し

た改築事業を実施。 

 

③民間活力の活用(PPP/PFI)について 

国や他自治体等における導入状況等を踏まえて、必要に応じて検討を

行う方針。 

 

④使用料の見直しについて 

経営健全化のための取り組みとして、今後使用料改定の検討に着手す

る方針。 

 

⑤各種コスト縮減について 

今後も継続してコスト縮減に取り組む。また、人件費については、組織

形態、業務量等との整合性を図ったうえで適正化を検討。 

 

国が策定したガイドラインでは、経営戦略の策定後についても進捗管理

や３～５年ごとに見直しを行い、ＰＤＣＡサイクルを働かせることの必要性

が謳われています。 

「南アルプス市下水道事業経営戦略」についても、これに準拠し、５年ご

とを目途として、事業の現状分析、投資・財政計画（収支計画）、及び経営

戦略の見直し等を行う方針としています。 
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おわりに・・・ 
 

 

南アルプス市の下水道事業は、昭和 61 年度に事業着手して以来、公共用水域の水質保全や生活環境

の改善等の面で、非常に重要なインフラとしての機能を担ってきました。 

しかしながら、急激な人口減少に伴う収入減や様々な建設への投資など、下水道事業を取り巻く状況

は年々厳しい状況となっています。 

 

また、南アルプス市下水道事業は、平成 31 年４月に、総務省の方針に基づき地方公営企業法の適用

を行い公営企業会計を導入しましたが、これを契機に経営状況の分析を行ったところ、経費回収率の低

さなどの課題が抽出され、南アルプス市下水道事業としても経営健全化に取り組む必要性があることが

明らかとなりました。 

 

今回策定した「南アルプス市下水道事業経営戦略」は、下水道事業を取り巻く厳しい状況においても、

今後も下水道事業を持続可能なものとするための様々な施策を盛り込んだものとなっており、これに基

づいて、「汚水処理の推進」や「地震対策」などの建設事業への投資を行うとともに、経営健全化のための

財政的な取り組みを実施していく方針です。 

 

今後も南アルプス市の下水道事業は、市民のよりよい生活環境づくりに貢献できるように、努力して

まいります。 

 

おわりに… 
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これまでの経営戦略の内容について【総務省様式】にて示します。 

 

参考資料（経営戦略 総務省様式） 
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令和 2 年 3 月

令和 2 年度 令和 11 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

1,670 円 1,651 円

1,670 円 1,906 円

1,670 円 1,762 円

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

平成5年度
（経過年数26年）

法適（全部適用・一部適 用）
非 適 の 区 分

南アルプス市下水道事業経営戦略

団 体 名 ： 山梨県南アルプス市

事 業 名 ： 公共下水道事業

　平成31年4月より
　　　　法適用（全部適用）

処 理 場 数 なし

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

広域化　：　釜無川流域下水道への接続。
　　　　　　　（韮崎市・甲斐市・中央市・市川三郷町・富士川町・昭和町・南アルプス市の7市町）
共同化　：　未実施
最適化　：　未実施

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設
の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③
施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

一 般 家 庭 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

使用料金体系の概要
・現行の使用料体系は平成15年4月1日に改定。
・一般家庭用と業務用との区別はなく、二部使用料制（基本使用料と従量使用料）と累進使用料制度（3段階）として
いる。

処 理 区 域 内 人 口 密 度 26.8人/ha
流 域 下 水 道 等 へ の

接 続 の 有 無
有

処 理 区 数 1処理区（釜無川処理区）

平成30年度 平成30年度

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

設定なし。

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

公衆衛生の向上の観点より一般家庭用使用料体系とは別に、公衆浴場及び臨時用を別途設定。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成28年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成28年度

平成29年度 平成29年度

１1 
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

職 員 数
南アルプス市の下水道事業は、企業局内に属しており、損益勘定職員6名、資本勘定職員4名の計10名。

事 業 運 営 組 織

下水道事業の運営組織は以下のとおり（H31年4月1日施工）。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。

*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

民 間 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 イ　指定管理者制度

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

現在下水道事業では活用していないが、今後積極的に活用を検討する。

特になし。

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付。

企業局

総務課

庶務担当

計画担当

経理課

上水道経理
担当

下水道経理
担当

料金課

料金担当

工務課

給水担当

排水担当

浄水管理課

管理担当

浄水担当

下水道課

総務管理担
当

下水道整備
担当

上下水共
通

下水道 上水道
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２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

使用料収入の見通し

施設の見通し

　南アルプス市は平成30年度時点で約315㎞の下水道管渠が埋設されている。また、新規整備も継続的に行う予定のため管渠総延長は増加する予
測である。管渠整備は昭和61年から行っているため、布設年度が30年を経過する管渠は現時点では少ないが、今後増加する見通しである。
　また、平成21年度より継続的に行われている下水道総合地震対策整備計画において、Ｈ30年度の再検討の結果、重要な幹線等の管路は57.03㎞
であり、汚水管渠の耐震診断、管渠継手対策、管渠及びマンホールの浮上防止等耐震化を令和5年度までに行う見通しである。

処理区域内人口の予測

有収水量の予測

行政人口はH25年をピークに徐々に減少傾向にあるが、処理区
域内人口は、全体計画期間内であるR17年まで処理区域内の
整備を継続的に行う予定であるため増加する予測である。なお、
R11年で行政人口は約69,000人、整備区域内人口は 約55,800
人と想定している。

有収水量は処理区域内人口の増加に伴い、全体計画期間内ま
では増加する予測である。R11年で約5,800千㎥/年間と想定し
ている。

使用料収入も処理区域内人口及び有収水量の増加に伴い、全
体計画期間内までは増加する予測である。R11年で約5.5億円と
なる見込みである。

組織の見通し

'令和２年度に企業局内で検討を行い、下水道課の組織見直しを行う予定である。
なお、施行は令和３年４月を予定している。
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３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

目 標

（1）下水道計画区域内整備
（2）ストックマネジメント計画による老朽化対策
（3）下水道総合地震対策による耐震化

（1）下水道計画区域内整備
1）汚水
　→Ｒ2年度～Ｒ11年度までの計画事業費：約159億円
2）雨水
　→Ｒ2年度～11年度までの計画事業費：約6億円
（2）ストックマネジメント計画による老朽化対策
　→約44百万円（Ｒ3年、設計費のみ）
（3）下水道総合地震対策による耐震化
　→Ｒ2年度～Ｒ5年度までの計画事業費：約1.7億円

目 標

（1）下水道事事業計画区域内の整備の促進及び集合処理区域の公共下水道への接続
（2）工業団地への管渠の整備
（3）将来的な使用料改定

（ア）投資財源
ア）下水道使用料
現使用料体系を継続した場合、本市の経費回収率はＲ2年で約32％、徐々に向上するもののＲ11年度でも約41％と非常に低い状況となる。今後は
経営健全化の取り組みとして、下水道使用料に関する具体的な検討に取り組むものとする。
イ）一般会計繰入金
一般会計繰入金は、繰出基準に基づく公費負担分や使用料収入で賄えない汚水処理費への補てん等に充てるため、令和2年度には、約11.4億円が
繰り入れられている予測である。ただし、使用料改定に伴い年々減少し、R11年には9.1億円となる見通しである。

ウ）建設財源
建設財源となる国庫補助金や地方債においては、建設改良費の内容に応じて、現行の国の制度により算定される額を計上している。
Ｒ2年度～Ｒ11年度の財源：国庫補助金：約40億円　地方債：約113億円
また、工業団地の接続により、受益者負担金の収入も見込まれる。

（イ）財源確保の取り組み
ア）工業団地への管渠整備による受益者負担金の確保
イ）広報・イベント・訪問等による水洗化促進による収入向上

南アルプス市の汚水処理整備計画は、流域下水道整備総合計画である「釜無川流域下水道計画」及び「富士川流域別下水道整備総合計画」に基
づき整備を行う。加えて、県生活排水処理施設整備構想である、「山梨県生活排水処理施設整備構想2017」とも整合を図り、「地域のニーズ及び周
辺環境への影響を踏まえ、各種生活排水処理施設の整備が概ね完了すること」を目指す。

（1）新規整備
未整備地区域の整備を引き続き行い、未普及区域の解消及び水洗化率の向上を図る。
（2）計画的な老朽化対策
本市では昭和61年度から公共下水道管渠整備を行っており、今後、老朽化対策として、ストックマネジメント計画の策定、速やかな対策の実施等が
必要とされる。なお、管渠の劣化は布設状況により異なるため、適切な計画を策定する必要がある。
（3）耐震化計画
平成21年度に「南アルプス市下水道総合地震対策整備計画」を策定しており、平成26、30年度には見直しを行い、耐震化事業を進めている。平成30
年度の見直しに伴い、令和5年度までに、さらに耐震化診断、マンホール浮上防止対策、マンホールトイレシステムの設置を実施する。
（3）下水道施設の経営の安定
公共下水道事業を持続的かつ安定的に経営していくために、収入・支出の両面から経営健全化に取り組む。

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

（1）投資以外の経費
1）維持管理費
Ｒ2年度で3.5億円、徐々に増加し、Ｒ11年で5.1億円の見通しである。
R2年～R11年までの計画維持管理費：約43億円

イ）公債費
公債費はＲ3年度をピークに今後減少し、R11年度には約9億円となる見通しである。
R2年～R11年までの計画起債償還費：約102億円
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

投資の平準化に関する事項
令和4年度に計画策定を開始するストックマネジメント計画において、中期的な改築計画を策定
し、事業の平準化を検討していく。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

国の動向や他都市の状況を注視し、必要に応じて検討を進める。

その他の取組
上記以外の今後の投資に関する取組について、今のところ予定しないが、国の動向や他都市
の状況を注視し、必要に応じて検討を進める。

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向
けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

広域化・共同化・最適化に関する事項

最適化：平成27年度策定の「南アルプス市汚水処理施設整備構想」に基づき、最適な手法に
より積極的な採用を行う。
①白根南原団地の公共下水道への接続
②工業団地への管渠整備　　等

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、

PPP/PFIなど）
国の動向や他都市の状況を注視し、必要に応じて検討を進める。

職員給与費に関する事項 組織形態や職員数と業務量との整合性を図り、人件費の適正化に取り組む。

動力費に関する事項
設備機器の更新においては、新型機器や省エネ型機器の導入等を行い、環境負荷及びコスト
削減に配慮する。

使用料の見直しに関する事項 下水道事業の経営健全化のため、今後使用料改定についての具体的な検討に着手する。

資産活用による収入増加
の取組について

国や他自治体等の動向を踏まえ、検討を視野に入れる。

その他の取組
上記以外の今後の投資に関する取組について、今のところ予定しないが、国の動向や他都市
の状況を注視し、必要に応じて検討を進める。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

ＰＤＣＡサイクルにより、定期的に事業評価を行い、5年毎に計画見直しを行いながら、より効率的・効果的
な事業実施を行う。また、計画と大きな乖離が生じる場合は、その原因を分析し、次項に示す経営戦略の
見直しに反映させる。

修繕費に関する事項
令和4年度より計画策定を開始するストックマネジメント計画に基づき、ライフサイクルコストの
削減を踏まえた検討を行う。

委託費に関する事項
令和4年度より計画策定を開始するストックマネジメント計画に基づき、維持管理コストの削減を
図りながら、より効率的な民間委託が今後の検討課題とする。

その他の取組
上記以外の今後の投資に関する取組について、今のところ予定しないが、国の動向や他都市
の状況を注視し、必要に応じて検討を進める。
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総務省が位置づける様式に基づき、「投資・財政計画」を策定しております。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総務省が位置付ける様式に基づき、「投資・財政計画」を策定しております。 
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参考資料（補足資料） 

下水道使用料対象経費の範囲について 

使用料の対象経費は、下図に示すとおり収益的支出に係る維持管理費や資本費など汚水処理に係

る経費のうち、公費負担（基準内繰入金）分を除く費用とされています。公費負担とされている項目に

は、「適正な使用料」（現在は、使用料単価 150 円/㎥）を徴収しても回収が困難な資本費が挙げられて

おり、これに基づき、南アルプス市の公共下水道事業でも、使用料対象経費の目標は 150円/㎥となり

ます。 

なお、資本的支出については、本来は使用料対象経費には該当しませんが、現金収入が不足する場

合には、使用料収入や一般会計繰入金（基準外繰入金）で賄うことを必要とします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 汚水処理に係る経費のイメージ  

 
使用料対象経費の基準となる使用料単価について 

使用料対象経費の基準となる「適正な使用料」については、国から以下のような基準が示されてい

ます。 

➢ 現在の使用料単価では汚水処理原価を回収できない事業にあっては、まずは 

使用料単価を150円/㎥に引き上げること        出典：下水道事業における使用料の適正化 

                                                （2005年 1月・全国財政課長等会議資料） 

 

➢ 下水道事業における使用料回収対象経費に対する地方財政措置については、最低限 

行うべき経営努力として、使用料徴収 月 3,000円/20㎥を前提とする 

出典：公営企業の経営に当たっての留意事項について 

（2014年 8月・総務省通知） 

 下水道使用料で賄うべき使用料単価は 150円/ｍ3 ！ 
 

国の基準と比べても、南アルプス市の使用料単価はとっ
ても安価！！ 

参考資料（補足資料） 

不足する 62円/㎥分は

基準外繰入金で補填 

現行使用料単価 

88円／㎥ 
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参考資料（用語解説） 

 

一般
いっぱん

会計
かいけい

繰入金
くりいれきん

 

建設、維持管理等の下水道事業に対して、市の一般会計から繰り入れられる資金のこと。 

汚水
お す い

処理
し ょ り

費 

下水道の管理に要する経費のうち、汚水処理に係る維持管理費及び資本費（企業債利息、減価償却費

等）の合計 

汚水
お す い

処理
し ょ り

原価
げ ん か

 

汚水処理費（公費負担を除く）［円］ ÷ 年間有収水量［㎥］ 

有収水量 1㎥当りの汚水処理費のこと。 単位は［円/㎥］。 

 

 

改築
かいちく

 

老朽化した管路施設、ポンプ場施設および処理場施設等について、全部または一部の再建設あるいは取り

替えを行うこと。 

釜
かま

無川
なしがわ

浄化
じょうか

センター
せ ん た ー

 

山梨県の西部に位置し、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、中央市、昭和町、市川三郷町、富士川町の７市町の

汚水を一括処理する終末処理場。 

釜
かま

無川
なしがわ

流域
りゅういき

下
げ

水道
すいどう

 

釜無川流域における公共水域の水質汚濁防止と豊かな自然に囲まれた快適な生活環境の確保を目的とし

て、釜無川沿岸の 4市 3町の合計 7市町で、市町村の枠を越え、広域的かつ効率的な下水の排除、処理を目

的としたもの。 

※流域下水道とは、幹線管きょと終末水再生センターの基幹施設からなり、都道府県が設置、管理する。 

管渠
かんきょ

 

下水を収集し、排除するための施設で、汚水管きょ、雨水管きょの総称。また、その設置方法により暗きょ

（地下に埋められた管きょ）と開きょ（地上部から見える水路等）に区分される。  

参考資料（用語解説） 

【ア】 

 

【カ】 
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企業債
きぎょうさい

 

地方公共団体が、地方公営企業の建設改良費等の財源に充てるために起こす地方債のこと。下水道施設は

将来にわたり長期間使用するため、世代間の公平性を図る観点から、施設整備の財源として活用している。 

企業債
きぎょうさい

元金
がんきん

償還
しょうかん

 

企業債の発行後に、返済期限までに返済していく必要のある費用のこと。 

企業債
きぎょうさい

利息
り そ く

 

企業債の借入れに伴う支払利息のこと。 

経費
け い ひ

回収率
かいしゅうりつ

 

下水道使用料 ÷ 汚水処理費（公費負担を除く） × 100   

下水道使用料で回収すべき経費を、どの程度下水道使用料で賄えているかを表した割合。単位は［％］。 

下水道
げすいどう

使用料
しようりょう

単価
た ん か

 

下水道使用収入を算定する時に用いる単価。一般に、使用料収入を有収水量で割って算定を行う。 

下水道
げすいどう

普及率
ふきゅうりつ

 

下水道を利用できる地域の人口を、行政人口で除した値。南アルプス市の生活排水処理施設構想では、令

和 7年度及び令和 17年度における下水道普及率を目標値として設定しており、これを目標に下水道による

汚水処理区域の拡大を行っている。 

減価償却費
げんかしょうきゃくひ

 

建物や設備等を購入した場合、その購入価額をいったん資産として計上した後、当該金額を資産の耐用年

数にわたって規則的に費用として配分される金額。 

建設
けんせつ

改良費
かいりょうひ

 

公営企業の固定資産の新規取得又は増改築等に要する経費。 

広域化
こういきか

・共同化
きょうどうか

・最適化
さいてきか

 

下水道事業の効率的な運営を目標に、複数の市町村等による処理区の統合、下水汚泥の共同処理、維持管

理業務の共同化、ICT活用による集中管理等の取組みのこと。 

 



 

33 

 

公債費
こうさいひ

 

地方公共団体が発行した地方債の元利償還等に要する経費。 

コミプラ
こ み ぷ ら

  

コミュニティ・プラントの略称。廃棄物処理法に基づき地方公共団体が設置する、し尿処理施設（集合処理）

のこと。 

 

 

資本的
しほんてき

収 入
しゅうにゅう

・支出
ししゅつ

 

下水道を整備するために必要となる収入と支出。 

収益的
しゅうえきてき

収 入
しゅうにゅう

・支出
ししゅつ

 

下水を処理するために必要となる収入と支出。 

処理
し ょ り

区
く

域内
いきない

面積
めんせき

 

管きょ等の下水道施設の整備が完了し、下水道を利用可能となった区域の面積のこと。 

処理
し ょ り

区
く

域内
いきない

人口
じんこう

 

管きょ等の下水道施設の整備が完了し、下水道を利用可能となった区域内の人口のこと。 

処理
し ょ り

水量
すいりょう

 

下水処理場で処理した全汚水量のこと。 

水洗化
すいせんか

人口
じんこう

 

処理区域内人口のうち、実際に下水道に接続している人口。 

水洗化率
すいせんかりつ

 

処理区域内人口のうち、実際に下水道に接続している人口の割合のこと。 

  

 

【サ】 
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ストックマネジメント計画
けいかく

 

下水道施設全体を一体的に捉え、計画的な点検・調査及び修繕・改築を行うことにより持続的な下水道機能

の確保をライフサイクルコストの低減を図ること等を目的とした計画のこと。 

国土交通省では、平成 28年度より「下水道ストックマネジメント支援制度」を導入している。 

 

 

耐震化
たいしんか

 

地震が発生した時においても、下水道としての機能を損なわない、もしくは早期の復旧が可能となるように、

下水道施設を補強またはつくりかえること。 

本市では、液状化による対策として「マンホール浮上対策」を計画している。 

長期
ちょうき

前受金
まえうけきん

戻入
れいにゅう

 

減価償却費のうち、対象資産に補助金、負担金等が充当されている分の金額を、収入として計上するもの。 

坪川
つぼかわ

 

山梨県南アルプス市と南巨摩郡富士川町を流れる富士川水系の一級河川。 

 

 

Ｐ Ｆ Ｉ
ぴーえふあい

 

プライベイト・ファイナンス・イニシアティブの略称。公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、民間の

資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で行うことで、効率的かつ効果的な公共サービスの

提供を図るという考え方のこと。 

Ｐ Ｐ Ｐ
ぴーぴーぴー

 

パブリック・プライベート・パートナーシップの略称。官民連携ともいう。民間活力導入のうち、官民が連携し

て公共サービスの提供を行うスキームのことであり、PFIもそのひとつである。 

  

 

【タ】 

【ハ】 
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マンホールトイレ 

災害時において、避難所のマンホールの上に簡易な便座やパネルを設け、トイレ設備として使用するもの。

災害用トイレ、災害トイレ、防災トイレ等と称する場合もある。 

マンホール浮上
ふじょう

 

大地震等に伴う地盤の液状化が要因で起こる、マンホールの路面への突出現象のこと。 

 

民間
みんかん

活力
かつりょく

 

民間事業者等の活動全般・活動する力（潜在能力を含む）のこと。「民間活力の導入」とは、市の行政サー

ビスにおいて、「完全民営化、協働事業・助成事業、官民連携事業」の手法により、民間事業者等の力を活用

するものであり、PPPもその一つである。 

 

 

有
ゆう

収
しゅう

水量
すいりょう

 

下水道使用料の徴収の対象となる水量のこと。 

有
ゆう

収率
しゅうりつ

 

年間有収水量 ÷ 年間汚水処理水量 × 100 

処理した汚水のうち、使用料徴収の対象となる有収水量の占める割合。単位は[％]。 

  

 

流域下
りゅういきげ

水道
すいどう

維持
い じ

管理
か ん り

負担
ふ た ん

金
きん

 

流域下水道の管路施設、ポンプ場施設及び処理場施設等の維持管理に要する経費を、関連する自治体が

負担する費用のこと。 

流域下
りゅういきげ

水道
すいどう

建設
けんせつ

負担
ふ た ん

金
きん

 

 流域下水道の管路施設、ポンプ場施設および処理場施設等の建設費の一部を、関連する自治体が負担

する費用のこと。 

 

【ラ】 

【ヤ】 

【マ】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南アルプス市下水道事業経営戦略 

 

南アルプス市 企業局 
 


